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30街区 ５－１ ○○町122

５－２ ○○町122 又は ○○町123

５－３ ○○町123

５－４ ○○町123

６－１

30街区 ５－１ ○○町122

５－２ ○○町122 又は ○○町123

５－３ ○○町123

５－４ ○○町123

29街区 ６－１ ○○町120又は121又は122

★方書きは町名地番整理時に外します。

保留地における住所表示に関する要綱説明資料

住所の表示（底地（番）＋方書）

今まで

これから

○○町120又は121又は122

底地番（＝住所の表示）保留地　

保留地　 底地（番） 方書（かたがき）

２９街区６－１

30街区５－１

30街区５－２

30街区５－３

30街区５－４

30街区 

29街区 

28街区 

31街区 

道 

道 

道 

道 ○○町121 

道 

○○町120 


